
利根町が新婚生活のスタートを応援します！
　町では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、地域における少子化対策の推進や移住定住の促進に資することを目的
に、結婚に伴う新生活に係る住居費や引っ越しに係る費用を補助します。

【補助の対象となる世帯】
◆令和６年４月 1日から令和 7年 3月 31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
◆夫婦の双方、または一方が利根町の住民基本台帳に記録されていること
◆夫婦のいずれも婚姻日において 39歳以下であること
◆令和５年分の夫婦の所得の合計額が 500万円未満であること
◆夫婦のいずれもが本町または、他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと
◆利根町新築マイホーム取得助成金を受けていないこと（住宅取得費用に係る補助金を受ける場合）
◆利根町空き家リフォーム工事助成金の交付を受けていないこと（住宅リフォーム費用に係る補助を受ける場合）
◆夫婦のいずれもが町税を滞納していないこと
◆夫婦のいずれもが暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと

【補助の金額】
◆夫婦のいずれもが婚姻日において満 29歳以下の夫婦・・・最大 60万円
◆夫婦のいずれもが婚姻日において満 39歳以下の夫婦・・・最大 30万円

【補助の対象になる経費】
　令和６年１月１日から令和７年３月 31日までの間に支払った以下の費用が対象です。
●住宅取得費用
●�住宅のリフォーム費用
��【対象外】倉庫、門、フェンス、植栽などに係る経費、エアコン、洗濯機などの家電購入、設置に係る経費など
●住宅賃貸費用
●引っ越し費用

▶問い合わせ　政策企画課�地域振興係　☎６８－２２１１�（内線３３３）

利根町結婚新生活支援事業（補助金）のご案内

・住宅取得費用

・リフォーム費用

・住宅賃貸費用

・引っ越し費用

※所定の要件があります。

　お問い合わせください。

暮らしの情報欄
ぼうさい掲示板

問い合わせ　防災危機管理課　防災係　☎６８－２２１１（内線３２２）

利根町行政アプリをインストールしよう
　重要なお知らせや、補助金・くらしのサポート情報、災害から自分や大切な人の命を守るための防災
情報などを、町民の皆さまへ発信します。
　右のQRコードまたは下記のURLからインストールできますので、ぜひご活用ください！
❖URL：https://www.town.tone.ibaraki.jp/chosei/kouhou-kouchou/page004394.html

地区（自主防災組織）と町による防災訓練を実施しました！
　２月２日、利根町に地震（震度６強）が発生した想定で、地区（自主防災組織）と町による防災訓練を実施しました。
地区（自主防災組織）では、安否確認訓練や炊き出し訓練、防災倉庫の点検など、地域の実情に合った訓練を行うとともに、
自主防災組織からの訓練結果を町災害対策本部に報告していただきました。
　町では、町災害対策本部を設置し、本部長（佐々木町長）の指揮のもと、災害対策を講じ、ウェルネススポーツ大学第二キャ
ンパス体育館、利根町文化センターおよび、利根町保健福祉センターの 3個所に避難所開設、給水活動、消防団による巡
回訓練を行いました。
　今回の訓練では、町内 18地区にご参加いただき、初めて防災訓練を実施する地区もあり、大変だったこともあったと
思いますが、訓練にご参加いただきありがとうございました。
　町としては、地区との合同防災訓練を毎年恒例のものとしていただければと考えており、今後も地域防災力向上に向け
た取り組みを行ってまいります。
　令和 6元日には、能登半島での大規模な地震災害が発生し、その他各地でも自然災害が発生しており、災害はいつ起き
るかわからない状況です。
　自分の命は自分で守る「自助」、地域で守る「共助」がとても重要であり、日ごろからご家庭やご近所で、災害の備えや
避難行動などについて話し合っていただくことも必要です。

防災フェスティバルを開催しました！
　午前中の地区（自主防災組織）と町による防災訓練を終えた後、利根町文化センターおよび利根町保健福祉センターの
駐車場において、利根町制施行 70周年記念事業として利根町防災フェスティバルを開催しました。
　古河駐屯地陸上自衛隊をはじめとした、稲敷市消防本部利根消防署、取手警察署、その他にも災害協定を結んでいる企
業の協力のもと、あいにくの天候の中でしたが、約２００名もの住民の方に来場していただきました。
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